
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
令和７年度第１回 相模原市立相武台公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
生涯学習部 相武台公民館 電話０４６－２５６－３７００ 

開催日時 令和７年６月２６日（木） １９時００分～２１時１５分 

開催場所 相武台公民館 ２階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   １４人（別紙のとおり） 

その他    

事務局    ２人（館長代理、主事１人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

議 題 

（１）令和７年度役員の選出について 

 

（２）令和６年度公民館事業実施結果及び令和７年度公民館事業

計画について 

 

（３）令和６年度決算及び令和７年度予算について 

 

（４）その他 

ア 自主企画提案事業について 

イ 運営協議会委員研修について 

ウ 館内での飲食について 

エ 運営協議会の開催日程について 

オ その他 

 



協 議 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。（〇は委員の発言、●は事務局の発言） 

１ 開会 

２ 委嘱状交付等 

今年度委員の改選があり、宮本会長から参加委員へ委嘱状を交付した。その後、

委員が一言ずつ自己紹介を行った。 

３ 挨拶 

宮本会長から挨拶があった。 

４ 公民館からの連絡事項等 

・事務局から「相模原市の公民館及び相武台公民館運営協議会」について説明

した。 

（意見等） 

・特になし 

５ 会議の傍聴 

傍聴希望者はいなかった。 

６ 議題 

宮本会長が議長となり議題（１）を進行した。令和７年度の役員の選出後、桑

原副会長へ議長を交代し、議題（２）以降が進められた。 

（１）令和７年度役員の選出について 

・運営協議会の役員が、次のとおり選出された。 

副 会 長（２名）：桑原委員、髙橋委員 

書  記（２名）：織田委員、渡邊委員 

会  計（１名）：白川委員 

会計監査（１名）：永井委員 

（２）令和６年度公民館事業実施結果及び令和７年度公民館事業計画について 

・事務局、各専門部、ちょっとだけ先生運営委員会、利用者協議会から順次、

説明を行い了承された。 

（意見等） 

・文化部から教養講座「全国歩き旅のお話」の周知、広報部から「もえぎ台小

学校にまつわるエピソード募集！」の協力依頼があった。 

（３）令和６年度決算及び令和７年度予算について事務局から説明を行い、了承さ

れた。 

（意見等） 

・特になし 

（４）その他 

ア 自主企画提案事業について 



・事務局から、令和７年度自主企画提案事業の説明会参加状況及び開設申込書

提出状況を説明した。また、開設申込があったため「相模原市公民館自主企

画提案事業実施要綱」等に従って選考会を７月中旬に開催する予定であるこ

とを説明し了承された。要旨は次のとおり。 

●相武台公民館では、令和６年度から自主企画提案事業を実施しており、昨年

度は７件の開設申込を受け７件すべて実施いただいた。ただし、講師謝礼の

予算が不足したため本来上限２万円を１万円としていただく、または無料と

させていただくなど提案者の方にご協力をいただき実施ができた。本事業は

市内公民館３２か所で実施しており、一公民館２事業の割当となっている。

そのため、今年度は原則２事業を選考し実施いただく予定である。選考の際

は、運営協議会委員の中から選考委員を選出いただくため協力をお願いする。 

●相武台公民館では、過去からちょっとだけ先生事業を行っている。自主企画

提案事業の方が後発であり、ちょっとだけ先生事業と重複する部分がある。

自主企画提案事業は、これから「公民館での活動を行ってみたい」、または「ち

ょっとだけ先生に登録してみたい」と考えている方に、事務局が支援を行い

トライアルとして実施してもらい、次につなげてもらうという意図もある。 

（意見等） 

〇新規で事業を行う団体等だけでなく、現在、すでに公民館で活動を行ってい

るサークルやちょっとだけ先生登録者でも、申込が可能なのか。 

●可能である。現在活動中のサークルが、参加者を増やすことを目的として実

施することも認めている。ただし、新規の申込の提案が優れており、翌年以

降もサークルとして公民館事業を継続いただける見込みがあれば、その点を

考慮し、そちらを選考することも考えられる。いずれにしても、提案者の状

況や内容等から選考させていただくこととなる。また、選考の視点には、市

の総合計画や教育振興計画の目標等に沿っているかも含まれる。 

〇昨年度、新規で事業を始めた提案者の中で、その後もサークルとして継続し

活動を行っているものはあるか（トライアル的な取組の効果はあったか）。 

●ある。 

 ※会議時に言及できなかったため報告書に補記、「初心者から経験者までみん

なで楽しむ植物画（ボタニカルアート）」事業がサークルとし継続活動中。 

〇提案者が、他の公民館区に居住している場合は申請可能か。 

●要件として、提案者が、公民館区内に在住・在勤・在学となっており、いず

れかに該当しないと申請できない。 

〇昨年度自主企画提案事業の実施が、１１～1 月に集中し他のサークルの部屋

の予約ができないなどの課題があった。今年度は注意をお願いしたい。 

●承知した。 



イ 運営協議会委員研修について 

・事務局から、令和７年度に運営協議会委員等研修会を実施する旨を説明し、

了承を受けた。説明の要旨は次のとおり。 

●研修のテーマは未定であるが、令和５年度に相模原市社会教育委員会議がま

とめた研究調査報告書「もっと〇〇〇公民館」に関連した内容を候補に考え

ている。 

●今後、この報告書の作成に関わった社会教育委員の方に講師をお願いし、ワ

ークショップ形式で研修の開催を検討している。 

（意見等） 

〇現時点の事務局からの説明では、漠然としすぎて研修会に関する要否の判断

がつかない。ただし、委員の改選もあり研修は実施した方が良い。 

〇実施時期は、早い方が良い。 

●次回の運営協議会に諮ると１１月になってしまう。研修の内容等は、運営協

議会の会長、副会長等の役員と協議させていただき、実施するということで

良いか。 

〇承知した。 

ウ 館内での飲食について 

・今年度５月１１日の利用者協議会で、昼食や夕食の時間にまたがり施設（部

屋）を利用する場合に、その部屋の中での飲食を認めても良いのではという

提起があり、運営協議会で協議を行った。 

結果、部屋での飲食を全く禁止するということではないが、現時点では検討

材料が少なく判断が難しいため利用者協議会で検討し、実施に関する案を提

示いただくこととなった。 

（意見等） 

○昼食、夕食をまたぐような利用の場合は、その部屋で食事をとることができ

れば利用者の利便性は高まる。 

〇新型コロナウイルスの流行により部屋での飲食は禁止となったが、相武台公

民館でもコロナ流行前は部屋での飲食を行っていた経過がある（なので認め

ても良いのではないか）。 

○ゴミの片付けや掃除、換気など利用する方にしっかりやってもらえれば、飲

食は認めても良いと思う。 

〇公民館では使用報告書等で、どの利用者が部屋を利用していたか分かると思

う。ゴミの片付けや掃除をしていない利用者が見受けられた場合は注意すれ

ばよい。また、注意しても改善が見られない利用者については、利用禁止に

する等の対応が行えないのか？ 

●どの利用者かは把握はでき注意は可能であるが、それをもって、すぐに利用



禁止とすることは難しい。 

〇飲食を希望する場合は、事前に申し出てもらうこととなると思う。どのよう

に申し出てもらうか、注意喚起をどのようにするか等を決める必要がある。 

〇今回、昼食、夕食をまたぐ場合などの一部の飲食の許可という話であるが、

可能とした場合に、どこまでは良く、どこまではダメという線引きや、その

線引きを利用者に理解してもらい徹底し守ってもらうことができるかが課題

である。 

〇利用者協議会で検討し決めたことを実施するということで良いか。 

●公民館の運営に関することは、運営協議会で協議する必要がある。 

エ 運営協議会の開催日程について 

・令和７年度、第２、３回の運営協議会の開催日程について、事務局から候補

日時等を提案し、委員の了承のうえ次のとおり決定した。 

第２回運営協議会を 令和７年１１月２７日（木）午後７時から 

第３回運営協議会を 令和８年 ２月２６日（木）午後７時から 

オ その他 

・相武台公民館創立５０周年記念事業について 

〇今回の運営協議会で、５０周年記念事業の報告がないがなぜか。 

●まだ、最終の５０周年記念事業実行員会が開催できていない状況である。実

行委員会を開催したうえで、運営委員会の中で報告とさせていただく。 

・支援員制度の導入について 

〇５月２５日の専門部長の会議で提案させていただき、各専門部長には了承い

ただいたが、今回、運営協議会の議題になかったため、その他の議題で運営

協議会でご意見をいただきたい。 

〇地域の方には色々な理由で専門部等には入れないが、事業を実施する際にス

ポットで支援いただける方たちがいる。 

〇その中には専門部員の知り合いという方もいるが、その部員が退部してしま

うと連絡が取れなくなってしまうという状況もある。 

〇支援しても良いという方を、公民館に登録してもらい必要な際にお手伝いい

ただけると良い。 

〇（運営協議会）良い取り組みであり進めた方が良い。 

●他館で類似の事例があるともお伺いしている。他館の事例を踏まえ進めてい

きたい。 

７ 閉会 

宮本会長のあいさつで閉会となった。 

以 上 

相武台公民館運営協議会委員出欠席名簿 



 

№ 氏 名 選 出 団 体 等 役職等 出欠席 

１ 宮本 憲雄 公民館長 会 長 出席 

２ 井上 武仁 相武台中学校長  出席 

３ 桑原 勝利 自治会連合会 副会長 出席 

４ 白川 恵次 自治会連合会 会 計 欠席 

５ 町田 由美 自治会連合会  出席 

６ 髙橋 孝雄 社会福祉協議会 副会長 欠席 

７ 荻原 正人 青少年育成協議会  出席 

８ 新名 空里子 緑台小学校ＰＴＡ  出席 

９ 佐藤 あつ子 利用者協議会  出席 

１０ 織田 和彦 体育部 書 記 出席 

１１ 川田 知恵 青少年部  出席 

１２ 堀口 眞弘 文化部  出席 

１３ 蒲 敦子 広報部  出席 

１４ 滝沢 寿美子 保育部  出席 

１５ 渡邊 砂千子 ちょっとだけ先生運営委員会 書 記 出席 

１６ 永井 保子 公民館長推薦 会計監査 欠席 

１７ 遠藤 誠 公募  欠席 

１８ 内山 一枝 公募  出席 

 

※公民館職員：清水 館長代理、齊藤 主事 


